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年末年始の業務／コンテンツ

税特集　串本町債権管理条例が施行されます

まちのわだい

「串本町暮らしの便利帳」ができました／職員採用

試験／串本町オリジナル婚姻届ができました

水道の各種手続き／水道使用開始時・中止時に手数

料が必要です

町営住宅入居者募集

国保財政の健全化に向けて（３４）

後期高齢者医療制度健診のお知らせ／ジェネリッ

ク医薬品使用促進のお知らせ送付

災害時要援護者台帳登録制度／特別児童扶養手当

労働保険に入っていますか？

つるの剛士子育てトークショー

親子ふれあい人形劇／子育て支援室「りぼん」トリ

プルPを開催します

保健センターだより／白浜なぎさホームのご案内

くしもと町立病院コーナー

よろこびかなしみ／地域おこし協力隊

火災・救急件数／人口／募集／お知らせ

相談／納税

年末年始における各施設の業務は以下のとおりです。
役場は１２月２８日（木）に仕事納め、１月４日（木）に仕事始めとなります。

※休業期間中、役場では各種証明書の発行は行っておりませんのでご了承ください。

26 日 27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日
（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）

 役場 ○ ○ ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○

 文化センター ○ ○ ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○

 図書館 ○ ○ 休 休 休 休 休 休 休 ○ ○

 くしもと町立病院 ○ ○ ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○

 総合運動公園 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 休 ○ ○ ○

 サンゴの湯 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○

 B ＆ G 海洋センター ○ ○ ○ 午前　○
午後　休 休 休 休 休 休 ○ ○

年末年始の業務について
日
ト
友
好

　マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　「ま
ぐ
ト
ル
」　９月議会定例会において、串本町債権管理条例の制定が可決され、平成３０年４月１日から施

行されます。この条例は、町の債権の管理に関する必要な事項を定めることで、町の債権管理の
適正化を図り、公平な町民負担の確保および公正な行財政運営に資することを目的としています。

●  債権の放棄

本条例で定める要件に基づき、
徴収見込みのない債権を放棄
することができます。
また、債権を放棄したときは、
議会に報告をしなければなり
ません。

●  台帳の整備

町の債権（町税、国民健康保
険税を除く）を適正に管理す
るために台帳を整備します。

●  督促

町の債権について履行期限
までに納付がされない場合、
督促を行います。
また、督促をしたときは、
督促状１通につき１００円
の督促手数料を徴収します。
（私債権を除く）

●  延滞金 ・ 遅延損害金

督促をした場合、履行期限の
翌日から履行の日までの期間
の日数に応じ、延滞金または
遅延損害金を徴収します。

●  滞納処分 ・ 強制執行

督促後、なお履行されず未納
が続いた債権について、法令
の規定による差押等の滞納処
分、強制執行等を実施します。
ただし、債務の履行が困難で
あると認められる場合、法令
の定めるところにより、徴収
の停止や履行期限の延長等を
行います。

■債権管理条例のおもな内容

町 

　の 

　債

　

 

権

公

　

 

債 

　権

地　　方　　税

町税・国民健康保険税
※地方税法に基づいて運用しているため、本条例から除く

強  制  徴  収  公  債  権

地方税の滞納処分の例により強制徴収できる債権
（介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、道路占用料、
　保育料（利用者負担金）など）

私　　債　　権

私法上の原因（契約等）に基づいて発生する債権
（水道料金、住宅使用料、学校給食費など）

地方税法の滞納処分の例によることができず、民事執行法による
強制徴収が必要な債権（幼稚園保育料、法定外公共物使用料など）

非  強  制  徴  収  公  債  権

■債権の分類

串本町債権管理条例が施行されます

平成３０年４月１日から
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　平成３０年４月１日に町の債権管理の適正を期するため、「串本町債権管理条例」が施行されること
となり、施行に伴い当町が保有する公債権および私債権について、納期限までに納付がない場合、延滞
金または遅延損害金を徴収することとなりました。
　納期限内に納付されている方との公平性を保つため、延滞金または遅延損害金を徴収するものですの
で、皆さまのご理解と納期限内の納付へのご協力をお願いいたします。

○平成３０年４月１日以降に納入の通知をする公債権（個々の法令による強制手続きの有無に
　より、「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」の２つに分類されます。）
　※主な債権（介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、道路占用料、幼稚園保育料など）

○平成３０年４月１日以後に契約の締結もしくはその他の原因がある私債権
　※主な債権（水道料金、住宅使用料、学校給食費など）

■ 対象となる町の債権 ■

　納期限までに納付されなかった場合は、各債権を所管している担当課から、地方自治法等の
定めにより督促状が発送されます。なお、金融機関で納められてから納付の確認が取れるまで
１０日程度要するため、行き違いになる可能性がありますので、ご了承ください。
※督促状を発送した場合に１通１００円の督促手数料が発生します。（ただし、他の法令や契
約において特別の定めがある場合を除く）

■ 督促状の送付 ■

　平成３０年４月 1日以降に納期限が到来する強制徴収公債権について、納期限が過ぎたも
のにつき地方税法に基づく延滞金を徴収します。（本条例とは別の条例により、既に延滞金徴
収について規定されている公債権は除く）
　非強制徴収公債権につきましては、納期限を過ぎたものにつき民法で規定する法定利率５％
の延滞金を徴収します。
　また、本条例施行に伴い、履行期限内の納付者との公平性を保つため、私債権につきまして
も、履行期限を過ぎたものにつき民法で規定する法定利率５％の遅延損害金を徴収します。（た
だし、他の法令や契約において特別の定めがある場合を除く）

■ 延滞金と遅延損害金 ■

　納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められた場合には、
延滞金または遅延損害金が減免されることがあります。申請が必要となりますので、各債権の
担当課までご相談ください。

■ 延滞金または遅延損害金の減免 ■

平成３０年４月から「串本町債権管理条例」が施行され、

延滞金または遅延損害金がかかることがあります。
　串本町手数料条例の一部改正により、平成３０年４月 1日以降に賦課される町税や保険料等の
督促手数料を１通につき６０円から１００円に改定します。
　督促手数料の額は、督促状の送付に要する費用を勘案して定めることになっており、郵便料金等
の物価上昇により改定するものです。
　納期限を確認のうえ、納期内納付をお願いいたします。

名 称 担当部署・お問い合わせ先
町税・国民健康保険税

税務課　徴収グループ
℡　０７３５‐６２‐０５８６介護保険料

後期高齢者医療保険料

下水道使用料・下水道事業受益者負担金
建設課　庶務グループ
℡　０７３５‐７２‐０６２８法定外公共物使用料

道路占用料

上野山汚水処理施設使用料 住民課　環境グループ
℡　０７３５‐７２‐００８３

漁港施設占用料 産業課　農林水産グループ
℡　０７３５‐６２‐０５５８海岸保全区域占用料

　税金は、私たちの生活に身近な教育、福祉、道路整備などの行政サービスを提
供する上で非常に貴重な財源です。町税の滞納は、町の財政を圧迫し、納期内に
納めている大多数の町民の皆さまとの公平性を欠く行為です。

◇お問い合わせ先◇　串本町役場　税務課　徴収グループ　℡　０７３５‐６２‐０５８６

督促手数料が変わります

滞納処分（財産差押）について

　現在、町では督促状や催告書の発送後もなお、完納していただけない場合には、法律に基づき財
産（不動産、生命保険、給料、年金、預貯金、売掛金等）の調査、差押を行っております。また、
滞納者の所有物件や住居に立ち入っての捜索や、自動車等のタイヤロックも実施しております。
　病気や失業、災害など、やむを得ない事情により納税が困難な場合は、お早めにご相談ください。
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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
在
住
の
歴
史
研
究

家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ム
さ
ん
と
妻
の
直
子
さ

ん
が
、
10
月
13
日
か
ら
15
日
に
か
け
て

串
本
町
を
訪
問
し
ま
し
た
。

　
ラ
ム
さ
ん
は
、
明
治
期
に
白
蝶
貝
な

ど
の
採
取
の
た
め
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に

渡
っ
た
日
本
人
ダ
イ
バ
ー
に
つ
い
て
研

究
し
て
お
り
、著
書
の
「
沈
黙
の
真
珠
」

で
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
あ
る
日
本
人

墓
地
に
つ
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ラ
ム
さ
ん
の
串
本
町
訪
問
は
今
回
で

３
回
目
。今
回
は
、１
９
１
６
年
に
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
で
ナ
マ
コ
採
取
中
に
台
風

に
巻
き
込
ま
れ
命
を
落
と
し
た
潮
岬
出

身
の
ダ
イ
バ
ー
６
名
を
追
悼
す
る
た
め
、

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
船
主
の
ホ
ッ
キ
ン

グ
氏
が
事
故
翌
年
、
潮
岬
高
松
寺
に
慰

霊
碑
を
建
立
し
た
日
か
ら
ち
ょ
う
ど

１
０
０
年
目
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
ゆ

か
り
の
地
を
訪
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
　

　
ラ
ム
さ
ん
は
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と

日
本
は
不
思
議
な
縁
で
つ
な
が
っ
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
も
友
好
関
係
が
続
い
て

ほ
し
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

豪
で
命
を
落
と
し
た
潮
岬
出
身
者
の
慰
霊
碑
を
参
拝

歴
史
研
究
家
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ム
さ
ん

高松寺にある慰霊碑に手を合わせるラムさん

串本町出身のダイバーが乗っていた当時の船の写
真を町へ寄贈するラムさん（左）

　
11
月
１
日
、
和
歌
山
県
「
津
波
防
災

の
日
」
地
震
・
津
波
避
難
訓
練
が
町
内

各
地
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
く
し
も
と
こ
ど
も
園
つ
ば
き
園
舎
で

は
、
緊
急
地
震
速
報
を
聞
い
た
園
児
た

ち
が
防
災
ず
き
ん
を
か
ぶ
っ
て
机
の
下

に
入
り
、
そ
の
後
、
園
舎
隣
の
高
台
へ

避
難
し
ま
し
た
。

　
つ
ば
き
園
舎
の
４
・
５
歳
児
は
、様
々

な
災
害
を
想
定
し
た
避
難
訓
練
を
ほ
ぼ

毎
日
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
さ
く
ら
園
舎
の
園
児
た
ち

と
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に
来
て
い
た

親
子
も
避
難
訓
練
に
参
加
し
ま
し
た
。

　
高
台
に
上
が
っ
た
後
、
園
児
た
ち
は

災
害
時
の
三
つ
の
合
い
言
葉
「
自
分
の

命
は
自
分
で
守
る
」「
早
く
高
い
と
こ

ろ
へ
逃
げ
る
」「
安
全
に
な
る
ま
で
戻

ら
な
い
」
を
声
に
出
し
て
確
認
。
矢
野

園
長
は
素
早
く
避
難
で
き
た
子
ど
も
た

ち
を
褒
め
た
う
え
で
「
い
つ
も
の
訓
練

と
サ
イ
レ
ン
音
が
違
い
ま
し
た
が
、
ど

ん
な
音
で
も
よ
く
内
容
を
聞
い
て
避
難

し
ま
し
ょ
う
」
と
話
し
ま
し
た
。

サ
イ
レ
ン
音

　ど
ん
な
音
で
も
よ
く
聞
い
て

く
し
も
と
こ
ど
も
園
で
地
震
・
津
波
避
難
訓
練

園舎の隣にある海抜１５mの高台へ避難

防災ずきんをかぶり素早く机の下に入ろうとする
園児たち

　
11
月
９
日
、
大
島
小
学
校
と
中
学
校

の
児
童
・
生
徒
、
樫
野
老
人
ク
ラ
ブ
な

ど
の
皆
さ
ん
が
樫
野
崎
の
ト
ル
コ
軍
艦

遭
難
慰
霊
碑
を
清
掃
し
ま
し
た
。

　
こ
の
清
掃
活
動
は
、
１
２
７
年
に
わ

た
る
串
本
町
と
ト
ル
コ
と
の
歴
史
的
な

関
わ
り
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、
地

域
社
会
の
一
員
と
し
て
自
覚
を
持
っ
て

行
動
で
き
る
よ
う
に
と
、
年
一
回
、
小

中
学
校
の
合
同
行
事
と
し
て
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　
こ
の
日
は
、
児
童
生
徒
、
教
職
員
の

ほ
か
、
樫
野
老
人
ク
ラ
ブ
や
更
生
保
護

婦
人
会
、
地
域
住
民
約
20
名
の
方
々
が

清
掃
活
動
に
参
加
。
皆
さ
ん
ほ
う
き
や

熊
手
を
使
っ
て
落
ち
葉
を
集
め
た
り
、

雑
巾
で
慰
霊
碑
を
磨
い
た
り
と
協
力
し

な
が
ら
き
れ
い
に
し
ま
し
た
。

　
清
掃
後
、
両
校
長
、
児
童
生
徒
、
樫

野
老
人
ク
ラ
ブ
の
方
が
そ
れ
ぞ
れ
慰
霊

碑
に
献
花
し
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
へ

黙
と
う
と
追
悼
歌
を
捧
げ
ま
し
た
。

　
大
島
小
学
校
１
年
生
の
稲
田
羽
琉
さ

ん
は
、
追
悼
歌
を
歌
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
「
ト
ル
コ
の
人
が
嬉
し
い
気
持
ち
に

な
っ
た
と
思
う
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

心
を
込
め
て
み
ん
な
で
き
れ
い
に

ト
ル
コ
軍
艦
遭
難
慰
霊
碑
を
清
掃

Town Topics

協力し合って掃除をする子どもと住民の方々

大島小学校の代表として献花する児童

　川名さんは、平成１７年１月
から現在に至るまで１０年以
上、人権相談を始めとする地域
社会に密着した各種の人権啓発
活動に取り組まれており、自由
人権思想の普及高揚に尽力され
ています。

　萩原さんは、昭和５３年に大
阪大学医学部附属病院看護部へ
入職。様々な部署を経た後、平
成６年から看護師長を、平成
１９年から今年３月末まで主に
人事担当の副看護部長として、
３９年にわたり尽力されました。

　垣平さんは、昭和４４年１月
に和歌山県職員として入庁され
主に企画部の業務に従事。南紀
熊野体験博の実行委員会事務局
長や企画部長を務められるなど
３４年にわたり地域振興に尽力
されました。

突然の知らせだったのでびっくりしま
した。長年同じ仕事をしたご褒美で
しょう。

功労があったかというと自信がないで
すが、一生懸命やってきたことが評価
されて素直に喜びを感じています。

川
かわな

名　昭
あきひろ

弘さん 垣
かきひら

平　髙
たかお

男さん 萩
はぎはら

原　さがみさん

法
務
大
臣
表
彰

人
権
擁
護
委
員

瑞
宝
小
綬
章

地
方
自
治
功
労

瑞
宝
単
光
章

看
護
業
務
功
労

受章（賞）おめでとうございます

章はみなさんでいただいたもの。先輩
や同僚、部下に恵まれ、楽しく嬉しい
ことが多かったので続けられました。
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お知らせワイド
information

　串本町では、平成３０年４月１日採用の平成２９年度職員採用試験を次のとおり実施します。

■募集職種および受験資格
・土木技術職…１名程度　
　昭和５７年４月２日以降に生まれた人で、土
　木の専門課程を履修した人（履修見込みを含
　みます。）
・保育士・幼稚園教諭…２名程度
　昭和５７年４月２日以降に生まれた人で、保
　育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有する人
　または平成３０年３月３１日までに両方の資
　格、免許を有する見込みの人
■試験日（予定）
　第一次試験：平成３０年１月２１日 (日 )　
　第二次試験：平成３０年２月１８日 (日 )　
※試験時間、会場等は、受験申込者にお知らせ
　します。
■受付期間
　平成２９年１１月２７日 (月 ) ～
　平成３０年　１月　５日 (金 ) まで
　午前８時３０分～午後５時１５分まで
※土・日、祝日、１２月２９日～１月３日を除く

■提出書類
①受験申込書 (町指定用紙 )
※受験申込書は、串本町役場総務課(本庁舎内)
　で配布します。また、串本町ホームページか
　らダウンロードできます。
②返信用封筒
　長形３号の封筒に住所および氏名を記入し、
　８２円切手を貼付してください。
■提出方法
＜直接提出する場合＞
　必要書類を整え、串本町役場総務課へ直接提
　出してください。
＜郵送する場合＞
　必ず特定記録郵便または簡易書留で郵送する
　こととし、封筒の表に「職員採用試験申込」
　と朱書きし、「〒６４９‐３５９２　和歌山
　県東牟婁郡串本町串本１８００番地　串本町
　役場　総務課」あてに郵送してください。
　受付期間最終日の消印有効とします。
■採用　平成３０年４月１日

総務課からのお知らせ

串本町職員採用試験のご案内

◇提出・お問い合わせ先◇　串本町役場　総務課　℡　０７３５‐６２‐０５５５

　１２月１日から２８日までの間で、各世帯へ串本町暮らしの便
利帳の配布を行います。皆さまの暮らしにぜひお役立てください。

　▼配布方法は次のとおりです。
　・ポストへの投函または手渡し
　・ポスト等がなく配布時にご不在の場合は、
　　雨風が避けられるところへの立てかけ　等

◇お問い合わせ先◇
　串本町役場　企画課　℡　０７３５‐６２‐０５５６

企画課からのお知らせ

「串本町暮らしの便利帳」ができました

串
本
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
！

お知らせワイド
information

　次の手続きは、平日の開庁時間内（午前８時３０分～午後５時１５分）に水道課（古座分庁舎）
または住民課（本庁舎）で所定の様式により事前に届出をお願いいたします。
　届出には認印が必要です。郵送による届出も受け付けています。

■水道使用開始
　転入や転居、帰省等で水道を使用するとき
■水道使用中止
　転出や転居、長期間留守にする等で水道の
　使用をやめるとき
■その他
　水道使用者の名義や送付先を
　変更するとき
※土・日、祝日および年末年始の
　休日は、受付ならびに開栓・
　閉栓作業は行っておりません。

※水道使用開始の届出をせず水道を使用した場
　合、無断使用となり、町給水条例第３７条の
　規定により過料が科されることがあります。
　なお無断使用・漏水調査は随時行っています
　ので、ご協力をお願いいたします。
※各種届出の受付は、平日の午前８時３０分か
　ら午後５時１５分までです。数日の余裕をも
　って届出をお願いいたします。
　また、年末年始は開栓・閉栓作業が大変混み
　合いますので、できるだけお早めに届出いた
　だきますようご協力をお願いいたします。

水道課からのお知らせ

① 水道の各種手続きについて

② 水道使用開始時・中止時に手数料が必要です

　こちらの手数料は、水道の使用開始または中
止の届出後に水道料金とあわせて請求させてい
ただきます。

※納期限までに手数料を納付されていない場合
　は、水道の開栓に応じられない場合もありま
　すのでご注意ください。

◇お問い合わせ先◇
　串本町役場　水道課　料金グループ
　℡　０７３５‐７２‐００８２

水道使用料 ( 開始・中止 ) 手数料

750 円1回につき

　ご結婚されるお二人へのお祝いの気持ちを込め、思い出に残る
婚姻届としていただけるよう、オリジナル婚姻届を作成しました。
　全国の市区町村へ提出可能ですので、ぜひご利用ください。

■配布場所　串本町役場　住民課
　　　　　　（本庁舎・古座分庁舎）
■配布枚数　３００枚（用紙がなくなり次第終了）
※串本町のホームページからも用紙をダウン
　ロードできます。

住民課からのお知らせ

串本町オリジナル婚姻届ができました

※ダウンロードした婚姻届を印刷する際は、
　Ａ３サイズの白紙をご使用ください。
◇お問い合わせ先◇
　串本町役場　住民課
　℡　０７３５‐６２‐０５６１

11月10日より
配布しています
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総務課からのお知らせ

お知らせワイド
information

■募集団地
団 地 名 建設年度 所 在 地 住宅の間取り 募集戸数 月額家賃

高富団地
（102号室） 平成22年度 高富507番地1 3DK

低層耐火構造 1戸 18,700円～
27,800円

田並団地
（404号室） 昭和54年度 田並1067番地3 3DK

中層耐火構造 1戸 10,200円～
15,200円

前地南団地
（Ｂ棟01号室） 平成29年度 和深697番地1 2LDK

木造平屋建て 1戸 12,200円～
18,100円

大浦団地
（014号室） 昭和54年度 西向1491番地1 4DK

簡易耐火構造2階建て 1戸 12,700円～
19,000円

　※　入居の際には、連帯保証人２名および家賃３か月分の敷金が必要です。

町営住宅入居者募集のお知らせ

■お申し込み等の日程
　・申込書の配布
　　[ 期　間 ]　  平成２９年１２月４日（月）～平成２９年１２月１５日（金） 
　　　　　　　　※　ただし、土・日は除きます。
　　[ 時　間 ]　  午前８時３０分～午後５時１５分
　　[ 場　所 ]　  串本町役場本庁舎　総務課　または、
　　　　　　　　串本町役場本庁舎・分庁舎　住民課でも配布します。
　・申込書の受付
　　[ 期　間 ]　  平成２９年１２月４日（月）～平成２９年１２月１５日（金） 
　　　　　　　　※　ただし、土・日は除きます。
　　[ 時　間 ]　  午前８時３０分～午後５時１５分
　　[ 場　所 ]　  串本町役場本庁舎　総務課　
　　　　　　　　※　分庁舎では、受付をしておりませんのでご注意ください。
■お申し込み資格
　（１）　串本町内に住所または勤務先を有する方。
　（２）　現に住宅に困窮していることが明らかな方。
　（３）　同居しようとする親族があり、本人を含めて２人以上の世帯であること。
　　　　ただし、老人、身体障がい者、その他特に居住の安定を図る必要がある方として条例で
　　　　定める方については、単身で入居することができる。
　（４）　町税等の滞納が無いこと。
　（５）　本人および同居人の収入を加算して、年間所得金額が条例の規定以内であること。
　（６）　本人および同居人が暴力団員でないこと。
　（７）　現在公営住宅に入居していないこと。（ただし、世帯分離し独立される方を除く。）
　 ※ 　その他の事項については法令を遵守します。
■お申し込みに必要な書類
　①町営住宅入居申込書　　②収入証明書（課税証明書および源泉徴収票等）　　③納税証明書
　④住民票　　　　　　　　⑤婚約証明書（※該当者のみ）
◇お問い合わせ先◇　串本町役場　総務課　℡　０７３５‐６２‐０５５５

住民課からのお知らせ

国保財政の健全化に向けて（34）

お知らせワイド
information

黒字化の内容５：一人あたり所得の向上
　この表が、一人あたり所得（基礎控除をした後）の推移です。参考までに今年度の数値も載せて
いますが、かなりの増加率になっています。

　以前にも少し触れましたが、国保加入者の一人あたり所得が増加しています。このことによって
も予想外の財政効果額が生まれています。

　しかし、これだけでは全体の所得が上がったのか、高額所得の方が増えたのか分かりません。そ
こで、税の軽減世帯数の推移により所得増加の傾向を推定してみたのが、下の表です。

　５割軽減と２割軽減は毎年法改正により上限所得が広がっていますので、参考程度ですが、７割
軽減（控除後の所得が０円の世帯）の全体に占める割合が、明らかに減り続けています。さらに、
軽減世帯の合計も全体に占める比率が今年度減少に転じており、全体的な所得の底上げが起こって
いると思われます。

■一人あたり所得の推移（本算定時）

年度
医療分・後期支援分（加入者全員） 介護分（40～64歳）

課税する所得（円） 人数（人） 一人あたり
所得（円） 前年比（%） 課税する所得（円） 人数（人） 一人あたり

所得（円） 前年比（%）

H26 2,791,873,576 6,796 410,811 － 1,276,650,697 2,618 487,644 －

H27 2,685,804,062 6,576 408,425 　99.42 1,205,823,965 2,429 496,428 101.80

H28 2,673,175,994 6,249 427,777 104.74 1,221,869,946 2,237 546,209 110.03

H29 2,853,799,419 6,159 463,354 108.32 1,356,277,461 2,136 634,961 116.25

■低所得による税額軽減世帯数の推移（本算定時）

年度 全世帯数
7割軽減 5割軽減 2割軽減 合　　計

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合

H26 3,923 1,441 36.7% 557 14.2% 452 11.5% 2,450 62.5%

H27 3,758 1,448 38.5% 585 15.6% 453 12.1% 2,486 66.2%

H28 3,632 1,373 37.8% 592 16.3% 460 12.7% 2,425 66.8%

H29 3,695 1,320 35.7% 617 16.7% 449 12.2% 2,386 64.6%

　このような状況により、２８年
度は右表のとおり約１, ４００万
円の財政効果があったことになり、
黒字化への影響もあったことが分
かります。また、収納率も前年度
並みを達成できています。今後と
も皆さまのご協力をお願いいたし
ます。

■所得向上による予想外の財政効果の推移 （単位：千円）

所得割額

医療・支援・介護

H27年度所得に
H28年度税率を
かけた額

H28年度
決算額

医　療　分 144,125 153,656

支　援　分 49,948 　52,126

介　護　分 21,105 　23,645

合　　　計 215,178 229,427

　　　　差　　　額　　＝　　財　政　効　果 ⇒　14,249
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お知らせワイド
information

和歌山県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

①健康診査は受けられましたか?
　平成２９年度の健康診査は平成３０年２月末日まで受けることができます。
　受診券をお持ちの方で、まだ健康診査を受けていない方は、この機会にぜひご自身の健康状態を
チェックしましょう。

　受診券等の紛失やご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。

◇お問い合せ先◇
　和歌山県後期高齢者医療広域連合　　℡　０７３‐４２８‐６６８８
　（〒６４０‐８１３７　和歌山市吹上２‐１‐２２　日赤会館９階）

■対象者
・７５歳以上の方
・６５歳以上７５歳未満で一定の障害認定
　を受けられた方
■検査項目
　問診、計測、診察、血液検査、尿検査
■実施場所
　受診券と同封している実施医療機関一覧
　に記載されている医療機関
■費用
　無料

※対象の方には５月末に受診券等を発送しています。

■対象者
　平成２９年３月末で７５歳、８０歳、
　８５歳の方と９０歳以上の方
■検査項目
　問診、口腔内診査、口腔機能検査
■実施場所
　受診券と同封している実施医療機関一覧
　に記載されている医療機関
■費用
　無料

◇お問い合せ先◇
・後発医薬品利用差額通知コールセンター　℡　０１２０‐５３‐０００６（通話無料）
・和歌山県後期高齢者医療広域連合　　　　℡　０７３‐４２８‐６６８８
　（〒６４０‐８１３７　和歌山市吹上２‐１‐２２　日赤会館９階）

　１１月下旬から１２月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用した場合、１か月の自己負担額が
２００円以上軽減される可能性がある方を対象にジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付し
ます。患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。
※ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。
※お薬によってはジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。
　かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。

②ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ送付

後期高齢者医療制度に
ご加入の皆さまへ

歯科健康診査健 康 診 査

　特別児童扶養手当とは、２０歳未満で身体や
知的または精神に中程度以上の障がいをもつ児
童もしくは長期にわたる安静を必要とする症状
にある児童を監護している保護者に対して、児
童福祉の増進を図ることを目的として、一定額
の手当を支給する制度です。
　ただし、児童が障がいを事由とする公的年金
を受けることができるときや、児童福祉施設な
ど（通園施設や保育所は除く）に入所している
ときは、手当を受けることができません。

■支給金額（児童一人につき）
　児童の人数と障がいの等級に応じて支給され
　ます。また、所得による支給制限もあります。
　　１級　月額　５１，４５０円
　　２級　月額　３４，２７０円
※手当の額は、毎年４月に消費者物価指数の
　変動率に応じて改定されます。
◇お問い合わせ先◇
　串本町役場　福祉課　障害福祉グループ　
　℡　０７３５‐６２‐０５６２

福祉課からのお知らせ

特別児童扶養手当について

お知らせワイド
information

　災害時に援護が必要な方を事前に把握し、いざという時の円滑な支援に
役立てるための「災害時要援護者台帳」を作成しています。

福祉課からのお知らせ

災害時要援護者台帳登録制度

■対象者
・高齢者のみの世帯
・重度の障がい者手帳の交付を受けている方
・要介護３以上の認定を受けている方　　　　など
　台帳に登録を希望される方は、役場福祉課　援護者台帳係までお問い合わせください。

◇お問い合わせ先◇
　串本町役場　福祉課　和深総合センター　℡　０７３５‐６７‐０１７４
　串本町役場　福祉課　　　　　　　　　　℡　０７３５‐６２‐０５６２

　正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、一人でも労働者を雇っている場合、事
業主は労働保険に加入する義務があり、その手続きが必要です。
　詳しくは和歌山労働局、最寄りの労働基準監督署、ハローワークにご相談ください。

◇お問い合わせ先◇
　和歌山労働局　労働保険徴収室　℡　０７３‐４８８‐１１０２
　新宮労働基準監督署　℡　０７３５‐２２‐５２９５　
　ハローワーク串本　　℡　０７３５‐６２‐０１２１

和歌山労働局からのお知らせ

労働保険に入っていますか？事業主の皆さまへ
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こども未来課からのお知らせ

つるの剛士 子育てトークショー

お知らせワイド
information

★託児あり
　先着２５名程度（１歳～未就学児）
※託児を希望の方は、平成３０年１月５日（金）
　までにこども未来課へお申し込みください。

◇お問い合わせ先◇
　串本町役場　こども未来課
　℡　０７３５‐６７‐７０２７

【 日 時 】
 平成３０年１月１4 日（日）
 開場：午後２時３０分
 開演：午後３時（４時終了）

【 会 場 】
 串本町文化センター大ホール

【 定 員 】先着 600 名

【つるの剛士プロフィール】
歌手や俳優、タレントとして多方面で活躍。妻
と子どもを愛する二男三女の父であり、育児に
積極的に取り組み、仕事と家庭のバランスを上
手に保っています。２００９年ベストファー
ザーイエローリボン賞／２０１１年イクメンオ
ブザイヤー２０１１受賞。趣味・特技は、歌・
将棋（三段）・波乗り・絵・釣り・農業・写真・
日本史など。

入
場
無
料

■上演　人形劇場クアパパ
■会場　串本町地域保健福祉センター
　　　　２階　多目的ホール
※会場周辺は駐車台数に限りがありますので、
　できる限り乗り合わせてご来場ください。
■日時　平成３０年１月１４日（日）
　　　　開場：午後０時３０分
　　　　開演：午後１時～（午後２時終了）
■定員　２００名（満席の場合はご了承ください。）
■内容　未就学までの児童を対象としています。
※観劇は保護者同伴でお願いいたします。
◇お問い合わせ先◇
　子育て支援センター　あったカフェ
　℡　０７３５‐６２‐５５３０
　主催：あったカフェ父親会（１

と ー さ ん

０３部隊）
　後援：串本町

あったカフェからのお知らせ

親子ふれあい人形劇「子ブタのトンちゃん」

【演目あらすじ】
お母さんに頼まれて、子ブタのトンちゃんが玉子を買い
に行くと、途中でお腹を空かしたワンちゃんに出会いま
した。食べ物をあげようと一緒におうちに帰ってきたト
ンちゃん。でもお母さんは犬が大嫌い。外に出しなさい
と言われてしまいます。そんな時、お家にドロボー狐が
入ってきました。さあ、たいへん！いったいどうなるの
でしょう！

※会場周辺は駐車台数に限りがありますので、
　できる限り乗り合わせてご来場ください。
※満席の場合はご了承ください。

　子育ての悩みはいろいろ、思い通りにならないことが
多いですよね！
　でも、ちょっとした工夫や技術を学ぶことで子どもと
の関わりを良い方向に変えることができます。子どもの
自尊心を育み、子育てを少しでも楽にできるよう一緒に
考えてみませんか。

■トリプルＰの日程

回 開 催 日 内 容

１ １月１６日（火） 前向きな子育てについて学び、子どもの行動について話し合います。

２ １月２３日（火） 子どもと良い関係をつくり、子どもの発達を促す１０の技術を学びます。

３ １月３０日（火）
子どもの問題行動をうまく扱うための７つの方法を学びます。

４ ２月　６日（火）

５ ２月１４日（水） 子どもの問題行動が起こりやすい場面を想定し、その行動が起こらない
ように事前の準備について学びます。

６ ２月２０日（火）～
３月　２日（金）

今まで学んだ方法を、家庭でうまく活用できているかを話し合います。
（曜日を決めて面接相談をします。）

７ ３月　６日（火） 子どもや親自身の変化について話し合い、プログラムで学んだ方法を復
習します。

トリプル P（前向き・子育て・プログラム）を開催します！

Triple Pとは
Ｐ ositive
Ｐ arenting
Ｐ rogram  を意味します

日 月 火 水 木 金 土
１ 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

12月の子育て相談の日程

（　９：００～１２：００）
（１３：００～１６：００）

子育て支援室　りぼん

■場所　
　串本町地域保健福祉センター
■時間
　午前９時３０分～午前１１時３０分
■講師
　トリプルP認定ファシリテーター
■対象
　子育てをされている方（定員１０名）
■託児
　有り（先着１０名まで）
■参加費
　無料
■申込締切
　平成２９年１２月２５日（月）

◇お申込み・お問い合わせ先◇
　串本町役場　こども未来課　子育て支援室「りぼん」　℡　０７３５‐６７‐７０２７
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日（SUN） 月（MON） 火（TUE） 水（WED） 木（THU） 金（FRI） 土（SAT）
1
　きらきらくらぶ

2

3 4 5 6 7
　献血
　２歳６か月児
　歯科健診・相談

8 9
　おひさまくらぶ

10 11 12
　かるがもひろば
　健康相談（※）

13 14
　３歳６か月児
　健診

15
　きらきらくらぶ

16

17 18 19 20 21
　４か月児
　１０か月児健診

22 23　天皇誕生日

24 25 26 27 28 29 30

31

保健センターだより
※健診・教室等についてのお申し込み・お問い合わせは、
　保健センター（℡０７３５‐６２‐６２０６）まで

12月の行事カレンダー

 

※　開催場所：保健センター　／　時間：午後１時３０分～午後３時　　希望者 (４０歳以上の女性 ) に骨密度測定を実施します。
　　骨密度測定を希望される方は、１２月１１日 (月 ) までにお申し込みください (先着３０名様）。

◎各事業の対象となる方には個別にご連絡しております。母子・成人事業

　厚生労働省の「がん検診実施のための指針」に基づき、町が実施する胃がん検診は、５０歳以上
の方を対象に、受診間隔は２年に１回、胃の疾患に関連する症状のない方が対象です。
　そのため、胃の疾患に関連して「自覚症状のある方」や「受療中の方」は、町の胃がん検診を受
診できません。
　正しい胃がん検診の実施にご理解ください。

※今年度（平成２９年度）胃がん検診を受診された方は、平成３０年度の胃がん検診の対象と
　なりませんのでご了承ください。

現在 ⇒ 平成３０年度

対象者 ４０歳以上 ⇒ ５０歳以上

受診間隔 毎年 ⇒ ２年に１回

平成３０年度胃がん検診についてのお知らせ

　下記の日程で献血を行います。皆さまのご協力をよろしくお願いします。

献血にご協力ください

■日時
　平成２９年１２月７日 (木 )
　１０時～１２時／１３時～１６時

■場所
　矢倉甚兵衛様宅前駐車場

歯医者を受診するのは
学校卒業以来…

【対象者】下記年齢の方（※部分入れ歯の方・歯科医院に通院中の方も利用可能）
　４０歳：昭和５２年４月～昭和５３年３月生、５０歳：昭和４２年４月～昭和４３年３月生
　６０歳：昭和３２年４月～昭和３３年３月生、７０歳：昭和２２年４月～昭和２３年３月生
【検診期間】
　平成２９年１２月２８日 (木）まで
【受診方法】
　①和歌山県内の歯科医院に予約
　②５月末に送付した「歯周疾患検診無料受診券」を歯科医院に提出
※無料受診券を紛失した方、または上記対象年齢で６月以降に転入された方は、串本町保健センター
　（℡　０７３５‐６２‐６２０６）にお問い合わせください。

　このような方の中には、問題となっている歯周病が深刻に進行していて、すでに抜歯しか治療の
選択肢が残されていない方もいます。また、歯周病が進行すると、歯を支える骨までも溶けてしま
うことがあります。結果、入れ歯も入れられなくなり「もっと早く歯医者に行っていれば…」と後
悔される事態に…。
　いつまでも健康な歯を維持するために、この機会を利用し、歯石除去等必要な治療を受けましょう。

　白浜なぎさホームは、１８歳未満の子どもを養育している母子家庭または何らかの事情で離婚の
届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。
　各世帯ごとに居室を提供するほか、さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心
身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援しています。

■場所　白浜町内
■費用　入居費用負担は所得等に応じた負担となります。

◇お問い合わせ先◇　
　串本町役場　こども未来課　　℡　０７３５‐６７‐７０２７
　西牟婁振興局　健康福祉部　　℡　０７３９‐２２‐１２００

こども未来課からのお知らせ

母子生活支援施設「白浜なぎさホーム」のご案内

時々歯茎が腫れていたけど、
今は水もしみないし…

歯周疾患検診
　無  料 で受けられる期間は、あとわずか！
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■くしもと町立　　　　
　　　病院コーナー ■

今日も明日も

おたっしゃで。 Vol.68

　狭心症や心筋梗塞は、血圧の変動などが原因となって起こります。冬の冷え
込みや暖房との温度差により血圧が急激に上下すると心臓や血管に大きな負担
がかかり、血圧の変動が原因で命に関わる場合があります。寒い時期は心筋梗
塞の死亡者は夏の時期の２倍近くに増えますので、高齢者の方は特に注意しま
しょう。
　年を重ねると冠動脈の血管壁にコレステロールがたまり、血管内が狭くなる
と血流が十分に行き渡らず「心筋虚血」となり、胸が痛い、胸が締めつけられ
る・押さえつけられるなど感じるようになることが「狭心症」です。更に冠動
脈が狭くなり血の固まり「血栓」ができ、完全に血管を塞ぎ血流が流れない状
態を「心筋梗塞」といいます。この血管狭

きょうさく

窄の原因は主に高血圧、脂質異常症、
糖尿病などから起こる動脈硬化です。これらの病気は自覚症状がなく気がつか
ないうちに血管にダメージを与えていますので、狭心症の疑いをもたれる方は
早めに当院内科医を受診してください。

寒い季節に気をつける病気　狭心症・心筋梗塞には要注意！

　年末の外来診療は、１２月２８日（木）まで行います。また、年始は１月４日（木）から開始します。
１２月２９日（金）から１月３日（水）までの間、外来診療は休診しますが、救急で来院される方は、
来院前に必ずお電話でご確認ください。連絡を入れ、保険証を忘れずにお持ちください。

　体が冷えたまま熱いお湯に入ると血圧が上が
り危険です。３８℃と４２℃のお湯に入浴した
場合の血圧の変化を比べると、４２℃の場合、
入浴直後は収縮期血圧が一気に４０㎜HGも
上昇し、その後５分程度で３０㎜HG程度も
下降します。３８℃の場合は、入浴前後の血圧
は安定しています。

　室内は暖房を入れて暖かくしていても脱衣所
やトイレは寒いままになってい
る場合が多くありますので、小
型暖房器具で暖かくしましょう。

食生活では腹八分目を心がける。
高いカロリー食や塩分の強い食べ物、コレス
テロールの多い食べ物を控えめにする。
適度な運動をとり入れることで肥満をはじめ
とした生活習慣病を改善する。
ストレスをさけ、規則正しい生活をおくる
（リラックスする）。
喫煙を控える。喫煙は血管収縮、血液凝固、
動脈硬化をもたらします。

①

②

③

④

　寒い屋外に外出するときには、体が急に冷え
ないように防寒着、マフラー、手袋などを着用
し寒暖差に対する体の負担を軽減しましょう。

生活習慣を改善することが大切！ 屋内の温度差に注意

外出時の防寒

入浴時の注意

年末年始のお知らせ

栄 養 部 だ よ り

忘年会・クリスマス・お正月・新年会など、年末年始は食生活が乱れがちです。
食事の内容や摂り方に注意してください。
　①「ながら食べ」や「だらだら食べ」をせず、
　　規則正しい食生活を心がけましょう。
　②小皿に自分の量を取り分けて、過剰摂取を防止しましょう。
　③お酒は種類に関わらず適量摂取を心がけましょう
　※食後の血糖値を予防するため、食べる順番を工夫し野菜から食べましょう！

１月１日より内科医常勤医が替わります。
　（旧）有

ありずみ

住　忠
ただあき

晃　医師　→　（新）足
あだち

立　哲
てっぺい

平　医師
　※足立医師も専門は消化器です。現在、有住医師が担当している
　　患者さまは、１月１日以降、足立医師が引き続き担当します。

医師交代のお知らせ

　栄養部では、管理栄養士の指示のもと入院患者様の「一般食（常食）」という疾病の回復を助け
ることを目的とした食事と「治療食（腎臓病食・糖尿病食など）」という医師の指示に基づいた疾
患や病状に合わせた内容の食事を約１３０食分、３６５日、３食作っています。

　「個別栄養指導」として糖尿病、脂質異常症、心臓病、
腎臓病など食事療法が必要な患者さまに対して管理栄
養士が栄養指導を行っています。栄養指導時には、何
をどのくらい食べたらよいか、食事療法が続けられる
ように患者さま一人ひとりの状態にあった具体的アド
バイスができるように心がけています。
　入院患者さま以外でも食事面で栄養指導を受けたい
場合は、当院内科医にご相談いただければ栄養指導を
行います。

《 常 食 》
米飯、コロッケ、ゼンマイの炒
り煮、小松菜の柚子香和え、か
つお梅

《腎臓病食》
たんぱく質、塩分、水分等を制
限している食種です。この制限
を補うために高カロリーゼリー
等を適時使用しています。

《糖尿病食》
禁止している食品は特にありま
せんが医師の指示エネルギー内
で提供する為、主食や副食の分
量調整を行っています。

★栄養部はこんな仕事をしています！

★個別栄養指導
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　大人になって大学でトルコ語や英語、あるいは
外国語を身に付けたい、世界の他の国々の皆さん
と交流したいという生徒が 1人でも増えたらす
ごくいいことですよね！
　国際的な町、串本のためにこれからも頑張りた
いと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願い
いたします！

 地 域 おこし協 力 隊 です！
皆さんメルハバ！アイシェです。この４か月間、たくさん活動してきましたが、

その中で楽しくやっている２つの活動を紹介したいと思います。
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※ご本人・ご家族から希望があった方を掲載しています。
　掲載を希望される方・されない方は、届出の際に窓口
　にお申し出ください。

（１０月受付分　敬称略）
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　９月から始まったトルコ語講座です。参加者が
４１人もいますね ! 本当に嬉しいことです。皆さ
んでトルコの文化などを勉強しながら、楽しく会
話をしていますよ！これで串本町は「さすが、ト
ルコ友好の町」と言えるでしょう！
　この講座は１２月末まで続きますので、また報
告いたします。
　そして「さすが、国際的な町、串本」と言える
ために、トルコ語だけではなく、英語にも力を入
れていきたいと思って小中学生向けの放課後英会
話クラブを始めました。このクラスはアメリカ人
の先生２人と一緒にやっています。子どもたちが
本当に楽しそうに授業を受けていますし、保護者
の方からも「子どもが英語の授業を楽しみにして
いますよ、ありがとうアイシェ」と言ってくれる
ので本当に嬉しいですね！

い
つ
ま
で
も

　
　
　
　お
幸
せ
に

皐
暉

美
樹

淳
太

智
香
子

敦
士

衣
布

貴
紀

ち
づ
る

謙
志

佳
美

修
平

美
和

西

向

三
重
県

潮

岬

鬮
野
川

串

本

太
地
町

出

雲

三
重
県

西

向

串

本

串

本

串

本

藪
根

住
口

小
西

川
端

峯
園

松
本

村
上

神
渡

藪
根

岡
地

渡
邉

森
中

皆さん、こんにちは！

放課後英会話クラブ

樫
野
埼
灯
台
ス
イ
セ
ン
植
え

替
え
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集

　
樫
野
埼
灯
台
前
の
ス
イ
セ
ン
の
植
え
替

え
に
ご
協
力
く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

▼
作
業
日
時

　
平
成
29
年
12
月
２
日
（
予
備
日
３
日
）

　
午
前
９
時
～
正
午

▼
集
合
場
所

　
樫
野
埼
灯
台
前

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
串
本
町
観
光
協
会

　
℡
０
７
３
５

　
　
‐
６
２

　
　
‐
３
１
７
１

【広告】町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。

串本町の人口と世帯

人口
男性 
女性 
世帯

平成２９年１０月末現在（前月比）

１６，６５４人（－２８）
７, ８２６人（－１１）
８, ８２８人（－１７）

８, ７３２世帯（－　８）

火災件数（1月からの累計）

建物
林野
その他
合計

４件
０件
１件
５件

※平成２９年１０月３１日が基準日

救急件数（1月からの累計）

交通
急病
その他
合計

６１件
６６６件
２９２件

１，０１９件
※平成２９年１０月３１日が基準日

お 知 ら せ
I N F O R M A T I O N

ハ
ン
ギ
ン
グ
バ
ス
ケ
ッ
ト

教

室

参

加

者

募

集

「
和
歌
山
県
花
を
愛
す
る
県
民
の
集
い
」

で
は
、
以
下
の
と
お
り
ハ
ン
ギ
ン
グ
バ
ス

ケ
ッ
ト
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

▼
初
級
コ
ー
ス

①
平
成
30
年
１
月
20
日
（
土
）

　
時
間
　
午
後
１
時
～
午
後
３
時 

　
会
場
　
西
牟
婁
振
興
局
４
階
大
会
議
室

　
　
　
（
田
辺
市
朝
日
ヶ
丘
23
‐
１
）

　
定
員
　
40
名

②
平
成
30
年
１
月
27
日
（
土
）

　
時
間
　
午
後
１
時
～
午
後
３
時 

　
会
場
　
東
牟
婁
振
興
局
３
階
大
会
議
室

　
　
　
（
新
宮
市
緑
ヶ
丘
２
丁
目
４
‐
８

　
定
員
　
30
名

▼
中
級
コ
ー
ス

①
平
成
30
年
１
月
26
日
（
金
）

　
時
間
　
午
後
１
時
～
午
後
３
時 

　
会
場
　
東
牟
婁
振
興
局
３
階
大
会
議
室

　
　
　
（
新
宮
市
緑
ヶ
丘
２
丁
目
４
‐
８

　
定
員
　
30
名

▼
申
込
期
間

　
平
成
29
年
12
月
18
日
（
月
）

　
　
午
前
９
時
30
分
～

　
平
成
29
年
12
月
22
日
（
金
）

　
　
午
後
５
時
（
必
着
）

▼
参
加
費
　

　
初
級
コ
ー
ス
　
１
，
０
０
０
円

　
中
級
コ
ー
ス
　
２
，
０
０
０
円

※
上
記
以
外
に
も
、
県
内
各
地
で
開
催
し

　
ま
す
。
開
催
場
所
に
よ
っ
て
申
込
期
間

　
等
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

　
さ
い
。

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

　
さ
い
。

（http://w
w

w
.pref.w

akayam
a.lg.jp/

　prefg/031300/npo/new
s/hanaai.

　htm
l

）

募
集

0735-62-1215

  

 

福田行政書士事務所 

土日祝日対応可 
 芝生 駐車場

W

C

タ

ワ

｜
空き地

離婚・契約書・農地・相続 他 

 ☎0735-62-1215 

潮岬 2707-40 
 

初回相談無料 潮岬2707-40

  

 

福田行政書士事務所 

土日祝日対応可 
 芝生 駐車場

W

C

タ

ワ

｜
空き地

離婚・契約書・農地・相続 他 

 ☎0735-62-1215 

潮岬 2707-40 
 

初回相談無料 

福田行政書士事務所
土日祝日対応可

）

）
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▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
和
歌
山
県
庁
　
県
民
生
活
課

　
℡
０
７
３
‐
４
４
１
‐
２
５
９
８

串
本
町
学
校
給
食
用

物
資
搬
入
業
者
募
集

▼
募
集
期
間

　
平
成
29
年
12
月
１
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　
12
月
20
日
（
水
）

▼
条
件
・
資
格
等

「
串
本
町
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者

　
登
録
に
関
す
る
要
領
」
の
と
お
り

▼
登
録
有
効
期
間

　
平
成
30
年
４
月
１
日
～

　
平
成
31
年
３
月
31
日

▼
申
請
書
類
に
つ
い
て

　
教
育
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

　
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
串
本
町
学
校

　
給
食
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
書
類
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
串
本
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　
〒
６
４
９
‐
３
５
０
３

　
串
本
町
串
本
７
１
３

　
℡
０
７
３
５
‐
６
７
‐
７
１
５
１

　
　
０
７
３
５
‐
６
７
‐
７
１
５
２

第
15
回
全
日
本
年
賀
状

大

賞

コ

ン

ク

ー

ル

　
手
づ
く
り
の
年
賀
状
を
通
じ
て
、
手
紙

を
「
作
る
」「
出
す
」「
も
ら
う
」
と
い
う
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
や
楽
し
さ
を

実
感
し
、
「
手
書
き
の
良
さ
」「
手
作
り
の

良
さ
」
に
親
し
む
こ
と
を
目
的
と
し
て

「
第
15
回
全
日
本
年
賀
状
大
賞
コ
ン
ク
ー

ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
応
募
部
門

「
版
画
」「
絵
手
紙
」「
こ
と
ば
」
の
３
部
門

▼
応
募
期
間

　
平
成
30
年
１
月
12
日
（
金
）
ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）

▼
応
募
方
法

※
学
校
単
位
（
幼
稚
園
、
保
育
所
、
絵
画

　
教
室
な
ど
を
含
む
）
で
ま
と
め
て
応
募

　
す
る
方
法
と
、
個
人
で
応
募
す
る
方
法

　
２
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
団
体
用
・
個
人
用
応
募
票
に
必
要
事
項

　
を
記
入
し
、
作
品
の
裏
（
は
が
き
の
表

　
面
）
に
貼
付
し
て
応
募
先
へ
ご
送
付
く

　
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

　
さ
い
。

（http://w
w
w
.post.japanpost.jp/

　contest_nenga/dow
nload/

）

▼
応
募
先

　
〒
１
５
３
‐
０
０
６
４

　
東
京
都
目
黒
区
下
目
黒
二
丁
目
20
‐
20

　
第
８
千
陽
ビ
ル
　
２
階

「
第
15
回
全
日
本
年
賀
状
大
賞
コ
ン
ク
ー

　
ル
」
事
務
局

▼
主
催

　
日
本
郵
政
株
式
会
社

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

「
第
15
回
全
日
本
年
賀
状
大
賞

　
コ
ン
ク
ー
ル
」
事
務
局

　
℡
０
１
２
０
‐
５
３
６
‐
４
９
３

移
動
県
民
相
談
の
開
催

▼
日
時
　

①
平
成
29
年
12
月
12
日
（
火
）

　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

②
平
成
29
年
12
月
20
日
（
水
）

　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

（
相
談
時
間
は
１
件
に
つ
き
約
20
分
）

▼
場
所
　

①
西
牟
婁
振
興
局

　
　
田
辺
市
朝
日
ヶ
丘
23
‐
１

②
和
歌
山
県
水
産
試
験
場

　
　
串
本
町
串
本
１
５
５
７
‐
２
０

▼
内
容
　

　
土
地
・
建
物
、
借
地
・
借
家
、
相
続
、

　
離
婚
、
金
銭
関
係
、
損
害
賠
償
な
ど
の

　
法
律
問
題
（
弁
護
士
が
無
料
で
相
談
）

　
お
よ
び
行
政
相
談

【広告】町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。

 

TEL:0735-67-7017 

 
NPO 法人 日本理美容福祉協会 

    
和歌山南紀センター 

出張専門 

・ご自宅 

・病院 

・施設様など 

カット パーマ カラー 

シャンプー 
 

ベッドカット 

お
知
ら
せ

平
成
29
年
度
第
４
回
世
界
遺
産

セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
に
つ
い
て

　
現
在
、
世
界
遺
産
の
保
全
に
関
し
て
は
、

様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
が
、
県
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
で

は
、
登
録
遺
産
の
「
良
好
な
保
全
」
お
よ

び
「
適
切
な
活
用
」
が
円
滑
に
進
む
よ
う

「
世
界
遺
産
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時

　
平
成
29
年
12
月
10
日
（
日
）

　
午
後
２
時
～
午
後
４
時

▼
場
所

　
串
本
町
文
化
セ
ン
タ
ー
会
議
室
Ａ

▼
講
師

　
西
山
修
司
氏

（
元
県
教
育
委
員
会
文
化
遺
産
課
保
存
班
長

▼
演
題

「
熊
野
地
域
の
魅
力
あ
ふ
れ
る

　
近
代
の
建
造
物
」

▼
定
員

　
40
名

▼
参
加
費

　
無
料

▼
そ
の
他

　
事
前
予
約
不
要

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
和
歌
山
県
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

　
℡
０
７
３
５
‐
４
２
‐
１
０
４
４

　
　
０
７
３
５
‐
４
２
‐
１
５
６
０

【広告】町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。

各種申請書類は専門家におまかせください！各種申請書類は専門家におまかせください！
・ 農地の売買・転用／非農地証明願

・ 建設業許可／経営事項審査／決算変更届

・ 各種営業許可（旅館業・古物商等）／車庫証明

・ 海技免状の更新　　など

（初回相談料無料）電話 080-2662-9548
HP ： http：//www.zd.ztv.ne.jp/nikata-jimusyo/

冠婚葬祭、イベント送迎。団体でのご旅行などにご利用ください

TEL:0735－62－0695　FAX:0735－62－0696

串本タクシー株式会社

小型貸切バス 御好評運行中

▼
納
期
限

○
平
成
29
年
12
月
25
日
（
月
）

・
固
定
資
産
税
（
３
期
）

○
平
成
30
年
１
月
４
日
（
木
）

・
国
民
健
康
保
険
税
（
９
期
）

・
介
護
保
険
料
（
９
期
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
６
期
）

※
納
期
内
に
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
地

　
方
税
法
に
基
づ
く
延
滞
金
が
加
算
さ
れ

　
ま
す
。
納
税
は
お
早
め
に
。

◎
納
税
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
役
場

　
税
務
課
へ
お
願
い
し
ま
す
。

　
℡
０
７
３
５
‐
６
２
‐
０
５
８
６

今
月
の
納
税

▼
第
69
回
人
権
週
間
特
設
人
権
相
談

　
12
月
６
日
（
水
）

　
　
会
場
　
串
本
町
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
串
本
町
役
場
古
座
分
庁
舎

▼
人
権
相
談
　

　
12
月
14
日
（
木
）

　
　
会
場
　
古
座
漁
村
セ
ン
タ
ー

※
開
催
時
間
は
各
相
談
と
も
　

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分
で
す
。

相
談

▼
事
前
受
付
・
お
問
い
合
わ
せ
先
　

①
平
成
29
年
11
月
28
日
（
火
）

　
午
前
９
時
か
ら

※
西
牟
婁
振
興
局
　
総
務
県
民
課
へ

　
　
　
　
　
電
話
予
約
（
先
着
９
名
）

　
℡
０
７
３
９
‐
２
６
‐
７
９
０
９

②
平
成
29
年
12
月
６
日
（
水
）

　
午
前
９
時
か
ら

※
東
牟
婁
振
興
局
　
総
務
県
民
課
へ

　
　
　
　
　
電
話
予
約
（
先
着
９
名
）

　
℡
０
７
３
５
‐
２
１
‐
９
６
０
７

第

69
回

人

権

週

間

　
み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

～
考
え
よ
う
　
相
手
の
気
持
ち

　
未
来
へ
つ
な
げ
よ
う
　

　
違
い
を
認
め
合
う
心
～

　
12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」
で
す
。

　
１
９
８
４
年
の
こ
の
日
「
世
界
人
権
宣

言
」
が
国
連
で
採
択
さ
れ
、
今
年
で
69
年

目
を
迎
え
ま
し
た
。
世
界
中
の
全
て
の
人

は
み
ん
な
同
じ
人
権
を
持
つ
、
か
け
が
え

の
な
い
存
在
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や

生
き
方
の
違
い
を
大
切
に
し
て
、
全
て
の

人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
豊
か
な
社
会
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

▼
期
間

　
平
成
29
年
12
月
４
日（
月
）～
10
日

）

（
日
）
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広
報

　く
し
も
と

No.152

平
成
29
年
12
月
１
日
発
行

　編
集
・
発
行
／
和
歌
山
県
串
本
町
役
場
企
画
課

〒
６
４
９‐

３
５
９
２

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
串
本
１
８
０
０

　℡
（
０
７
３
５
）
６
２‐

０
５
５
６

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　http

://w
w

w
.to

w
n.kushim

o
to

.w
akayam

a.jp
/

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　kikaku@

to
w

n.kushim
o
to

.lg
.jp 【広告】町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。

　１１月５日、空気が澄んで雲ひとつない

晴天の中、第１３回串本町民大運動会が串

本町総合運動公園多目的グラウンドで開催

され、町内１７地区、約２,０００名が汗を

流しました。

　開会式で大岡征也町体育協会長が「小さ

なお子さんから高齢の方まで参加する運動

会。お互いの親睦と健康維持が目的です」

と呼びかけたとおり、年齢・性別関係なく、

それぞれのチームを大声で応援したり力を

合わせて競技に取り組んだりと、みなさん

の笑顔あふれる１日となりました。


